
 

船舶事故等調査報告書 

 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第５８号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２５年１月３１日（木） １４時０６分ごろ 

発生場所 島根県海士
あ ま

町菱
ひし

浦
うら

漁港 

 海士町所在の菱浦四等三角点から真方位２５０°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３６°０６.４′ 東経１３３°０４.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年４月２５日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 いそかぜⅡ、１９トン 

 ２７２－２１７８２島根、島前町村組合 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷主機用逆転減速機（以下「減速機」という。）の後進側小歯車及

び軸受が破損、左舷プロペラ翼が曲損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、乗客７人を乗せ、菱浦漁港にお

いて、入港作業中、両舷主機を後進にかけて前進行きあしを減じよう

としたところ、平成２５年１月３１日１４時０６分ごろ、左舷プロペ

ラが後進側に回転しなくなり、右舷主機を使用するとともに、バウス

ラスターを使用して着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、２基２軸２舵であり、固定ピッチプロペラを装備してい

た。 

 本船は、島根県知夫
ち ぶ

村来
くり

居
い

港、島根県西
にし

ノ島町別府
べ っ ぷ

港及び菱浦漁港

間の定期航路を運航しており、１月４日～１２月３０日の間、１日に

１２便の運航において、８６回の出入港を繰り返し行い、主機の１か

月の運転時間が約４００時間であった。 

 本船は、離着岸時の操船において、右舷主機に比べて左舷主機を後

進にかけることが多かった。 

 減速機は、前進運転時、前進側クラッチ、前進側小歯車及び大歯車

を介して主機の動力をプロペラ軸に伝達しており、大歯車とかみあう

後進側小歯車は、遊転していた。 

 本船は、２年ごとの３月に機関の定期整備を実施しており、平成 

２１年３月には左舷主機用減速機の後進側小歯車が破損していたこと



 

が判明し、新替えした。 

 本船は、本インシデント後、左舷主機用減速機を開放したところ、

後進側小歯車及び軸受が破損していたことが判明した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、菱浦漁港で入港作業中、両舷主機を後進にかけて前進行き

あしを減じようとしたところ、左舷主機用減速機の後進側小歯車が破

損したことから、左舷プロペラが後進側に回転しなくなって運航が阻

害されたものと考えられる。 

 左舷主機用減速機の後進側小歯車は、出入港操船時における前後進

クラッチの切替え操作時に生じる衝撃荷重が繰り返し歯面に作用した

ことにより、破損した可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、菱浦漁港で入港作業中、両舷主機を後

進にかけて前進行きあしを減じようとしたところ、左舷主機用減速機

の後進側小歯車が破損したため、左舷プロペラが後進側に回転しなく

なったことにより発生したものと考えられる。 

参考  船長は、本インシデント後、前後進の切替時における減速機のクラ

ッチ操作について、歯車等への衝撃荷重を避けるため、急激な切替え

操作を行わないようにした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・減速機は、定期的に歯車の歯面の点検を実施すること。 

 


